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はじめに

近年､わが国の障害児 (普)福祉の領域では､

レスバイトケア (respitecare)に注 目が集まっ

ている.このレスバイトケアという名称はわが国

ではそれほど一般的ではない｡他方､アメリカ､

イギリス等の英語圏における文献では頻繁に用い

られている｡特にアメリカにおいては障害児(者)

領域に留まらず､高齢者の領域でも多くの実践と

研究が積み重ねられている｡

わが国においてほ､厚生省心身障害研究班 の

｢障害児 (者)のレスパイトサービスの基礎的研

究｣を突放に､障害児 (老)領域で ｢レスバイト

ケア｣に注目が集まり､試験的な実践､研究が進

行中である｡

この ｢レスバイトケア｣は､米国では ｢respite

service｣､｢respite｣､｢respiteeare｣､｢respite

program｣等と使用 されている｡0Xford辞典

(第2版)によると､respiteは ｢レスバイト｣あ

るいは ｢レスピット｣と発音され､｢休息｣､｢休

止｣､｢休養｣､｢休息期間｣､｢一時的中止｣､｢延

期｣､｢執行猶予｣､｢苦痛の一時的軽減｣等を意味

する｡わが国では短期介護1)､一時的休息ケア2)等

と訳されてもいる｡｢respiteserviee｣､｢respite｣､

｢respitecare｣､｢respiteprogram｣は同義語で

あり,いずれも ｢一時的な介護休止を捷供するサ

-ビス｣を意味している3).

一見すると､レスバイトケアは､わが国におけ

る高齢者､あるいは障害者の在宅サービスの一つ

である短期入所事業 (通称ショー トステイサービ

ス)に類似している｡実際､わが国のショー トス

テイは欧米におけるレスバイトケアにあたるとす

る立場もある4)0

では､最近の障害児 (者)領域におけ る､一

見､疑似あるいは同様のサービスとも思える ｢シ

ョートステイ｣を敢えて ｢レスバイトケア｣と呼

称するという動きには､一体どのような意味があ

るのだろうか｡

また､わが国の高齢者領域においては､障害児

(老)領域のような動向は見られず､｢レスバイト

ケア｣という名称は､現在のところ使用されては

いない｡高齢者領域においても､｢ショー トステ

イ｣ではなく､新たに ｢レスバイトケア｣という

名称を使用することは必要なのだろうか｡

本稿においてほ､まず第1章で､米国の高齢者

領域におけるレスバイトケアの展開と厚生省心身

障害研究班の ｢レスパイトサービスについての基

礎的研究｣から､｢レスバイトケア｣の意味する

ところを述べる｡そ こでは､｢レスバイトケア｣

は､要介護者の在宅生活の継続を念頭においた家

族介護力の強化策として捉えられていることを明

確にしたい｡

ついで､第2章においてほ､｢ショートステイ｣

と ｢レスバイトケア｣には､実は決定的な差異が

存在し､利用主体者という視点で分類する必要が

あることを主張したい｡そ こでは､｢ショートス

テイ｣とは､高齢者が利用主体者となる高齢者在

宅サービスであり､｢レスバイトケア｣は､家族

1)東京大学医学部研究生 2)長野大学
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表 1 レスバイトケアの諸形態

分 類 の 基 準 l 利 用 サ ー ビ ス

① 利用場所

7.施設一時入所塑

ィ.適所型

ク.訪問型

nursinghome,hospital

fostercare

daycare,dayhospital

homecare,Companion,respiteworker

② 利用期間

ア.時間単位

ィ.遇､月単位

hometare

nursinghome,hospital

③ 要介護者の介護量

7.軽度

ィ.重度

homecare,daycare

nursinghome,hospital

資料 :EloseRathbone･Mccuan,Respite and Adultday services,Abraham Moak,Handbook ofGer-

ontologicalServices,1990,pp.546-555より作成

介護者が利用主体者となるサービスであることを

示し､｢レスバイトケア｣という名称を使用す る

ことによって､これまで､酸味にされてきた高齢

者自身の意思や自己決定権の重要性について述べ

た い｡

最後に第3章では､レスバイトケアは､家族介

護を前提としたサービスであり､家族介護という

形態を是認するというマイナス的側面も持つが､

現在のわが国ではいまだその役割は大きく､今後

さらに､発展させていかなければならないサービ

スの一つであることに触れたい｡

I. レスバイトケアとはなにか

(1) 米国の高齢者領域におけるレスバイトケア

ー医療費抑制のための家族介護強化策としての

役割-

レスバイトケアの定義については､Monto･

gomery(1986)がレスバイトケアを目的､期間､

場所､活動から定義しようと試 み ている5)｡ま

ず､その効果は別として目的を介護者の介護休止

においている｡そして､一時的な援助 で あ る こ

と､数時間から数週間と範囲は広いが､あくまで

利用は一時的なものであることを強調している｡

サービスの提供される場所は､介護者の希望､要

介護者の状態によって､施設､病院あるいは､自

宅と多様になる｡活動は､介護者の介護休止時に

高齢者への援助を行うことを含むとしている｡

より具体的に言うと､提供場所は施設一時入所

型､適所型､訪問型に分類される.施設一時入所

型ではナーシングホーム､病院､里親的養護､グ

ループホームを利用する｡適所型ではデイケアプ

ログラムや､地域センターを利用する｡訪問型は

ホームケアのように､家事援助や介護サービスの

提供が行われる｡時間によって分煩した場合､時

間単位の利用ならば､適所型､訪問型 であ り､

週､月単位の利用ならば､施設一時入所あるいは

里親的養護になる｡さらに､要介護者の状態に応

じて､重介護を必要とする場合は施設あるいは病

院のような一時入所型が利用され､必要としない

場合は､訪問塾､里親的養護が利用 され る.普

た､介護者､要介護者の希望によっても利用形態

は異なる (表 1)0

つまり､レスバイトケアには､その時間や､提

供場所によって多様な形態があるが､介護者の一

時的な介護休止を目的とした高齢者-の一時的な

ケアは､すべてレスバイトケアであるとしてい

るO外観は､ ナーシングホームケア､ ホームケ

ア､デイケアといった従来のサービスと類似して

いる6)o

このレスパイトケアについて高齢者の領域でさ

らに注目が集まってきた背景には､医療費高騰と

いう問題がある｡長期ケアを必要とする高齢者の

増加に伴い､医療費の公的負担が増大したのであ

る｡
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周知のとお り､米国における公費負担の形態に

はメディケイ ドとメディケアがある｡メディケイ

ドは低所得者を､メディケアは65歳以上の者を対

象にしている｡高齢者が､この制度を利用する場

合､メディケアは急性期の疾患にしか支払われな

い｡一方､メディケイ ドは慢性期の疾患にも支払

われる｡

ナーシングホームは､急性期ではない慢性期の

疾患を抱える者を対象としている｡従って､この

ナーシングホームの費用はメディケアでは支払わ

れないOおのずと､ナーシングホームには低所得

者が多くなる7)Oその結果､ナーシングホームケ

アはメディケイ ドの支出の40%以上を占め､福祉

予算のはば90%を長期ケアに使う状況になってい

る8)｡自宅で生活する者が施設で生活する者 より

はるかに多いにも関わらず､自宅生活者-のメデ

ィケイ ドの支出は1%以下にすぎなかった｡そこ

で､低所得者層の施設入所を抑制するための方法

が必要になってきたO

また､低所得者層でない場合､ナーシングホー

ムの利用にはメディケアが支払われないため､長

期間の入所は介護者の負担を増大する｡家族はナ

ーシングホームを利用するよ りは､自宅 で介護

を継続することを選択することになる｡事実､自

宅生活者の80%が重い介護に苦しんでいる9)｡そ

の結果､家族介護者は身体的にも精神的にも過重

な負担を背負う｡しかし､この場合､一時的なナ

ーシングホームの利用ならば､経済的負担が少な

いため､施設を一時的に介護者の負担軽減のため

に利用する動きがでてきた｡

これらの理由に加えて､ナーシングホームにお

ける長期ケアの質の問題､つまり高齢者-の精神

的､身体的悪影響が報告され始めた｡長期施設生

活の悪影響と公費負担の問題における施設入所の

予防策として､また､介護者の一時的な負担軽減

-の要求からレスパイトケアの需要が高まってい

ったlo)0

レスバイトケアは､政策的には､施設入所を可

能な限り遅らせることを目的とし､家族介護力の

強化策と位置づけられている｡介護力の強化 と

は､介護者の身体的､精神的健康､介護意欲､介

護者としての役割の自覚の維持である｡米国にお

ける研究もこれらに注目し､効果を測定したもの

が多い11)｡レスバイトケアにより精神的､肉体的

ス トレスの軽減､介護力-の自信､介護役割の自

覚､主観的満足感が得られるとの報告があ る.

しかし､施設入所の時期を延期させることへの有

意な効果は報告されていない12)｡

一方､家族介護者の介護力を維持しようという

政策的な意図とは無関係に､介護者はレスバイト

ケアを最も利用したいケアとしている13).介護者

はレスバイトケアを利用することによって､自分

自身の時間をつくり重い介護負担に耐 え るた め

の生活力を養っている｡しかし､休養のために､

高齢者を施設に預けること-ほためらいがある｡

施設一時入所型レスバイトケアはその効果ととも

に悪影響も指摘されているため､施設一時入所型

よりも訪問型を介護者は好んでいる14)0
しかし､需要の多きにかかわらず､レスバイト

ケアは利用料が高額なため､個人の負担が大きい

ため特定の人しか利用できない｡多 くの介護者は

レスバイトケア制度の成立を願っている15)｡この

レスバイトケアの制度とは､現存するサービスを

介護者の介護休止に利用する場合に､公費による

補助をつけるというものである16)｡しかし､近年

は､ますます介護は家族の責任とする傍向が強ま

っている｡介護の問題は介護者の対処能力の不足

にあるとし､社会制度わ改革ではなく､カウンセ

リングや介護者教育の充実を強調している17)｡

以上見てくると､米国の高齢者領域におけるレ

スパイトケアとは､制度としては未だ十分に確立

してはいないが､従来の公的､私的､民間サービ

スを含めた社会資源を､介護者の一時的な介護休

養､休止に利用でき､同時に経済的な支援を行な

う家族介護力の維持､強化制度を意味していると

いえよう｡

(2) わが国の障害児 (普)領域におけるレスバイ

トケア

一新たな家族支援サービス確立の強調一

障害児者の領域では､入所施設ではな く､｢地

域であたりまえの生活する｣方法の開発が､最重

要課題となっている｡厚生省心身障害研究班は､

｢障害者の地域生活援助方法の開発に関する研究｣

の一つとして､平成 3､4年度にレスパイトサー

ビスについての基礎的研究を行った18)0(ここで

は､ レスバイトケアではなくレスパイトサービス
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としている)｡この研究は､従事者､あるいは研

究者間のレスパイトサービスの理念､形態､機能

等に関する情報の共有と､ ′実施のためのガイ ドラ

イン提示を目標として行なわれた｡研究班は､諸

外国における研究や､わが国における先駆的実践

を整理､検討し､報告してい る｡その中で､ ま

ず､レスバイトケア (サービス)を次のように定

義している｡

｢レスバイトサ-ビスとは､障害児 (普)を も

つ親 ･家族を一時的に､一定の期間､障害児 (老)

の介護から解放することによって､日頃の心身の

疲れを回復し､ほっと一息つけるようにする援助

である｣｡

ほとんどの障害児者の地域生活は､家族介護に

よって支えられており､施設入所は､家族介護の

限界によって引き起こされる｡この家族介護の限

界は､長期間にわたる介護による疲労の蓄積の結

果生じる｡従って､障害児者の地域生活を継続す

るためには､長期にわたる介護を断続的なものに

し､介護疲労の蓄積を予防することが必要 であ

る.レスバイトサ-ビスとは､介護者に一時的介

護休止期間を提供することによって､介護力を維

持し､障害児者の地域生活を可能にするための手

段であるとしている｡

では､介護者の一時的介護休止を可能にするサ

ービスは､すべてレスバイトサ-ビスであ るの

か｡たとえば､ホーム-ルパー､デイサービス､

ショ-トステイといったサービスは､障害児者へ

のケア提供時に､介護者は一時的に介護を休止す

ることになる｡

この点について､研究班は､ショートステイサ

ービスとの比較から､レスパイトサービスの条件

をあげているOまず､ショートステイとレスパイ

i.ケアはまったく別のものであるとして認識し､

レスパイトサービスはわが国には存在しないシス

テムで､ショートステイとは違 う制度であるとし

ている｡そして､現行ショートステイ制度とレス

パイトサービスの違いについて以下のような特徴

を挙げている｡

①ショートステイの場合､社会的事由が私的事由

に優先するが､レスパイトサービスは､社会

的､私的という事由の性質によって優先順位を

つけない

②純粋の意味でのレス′,1イトサービスは私的理由

によるものである

ショートステイは障害者本人に主 体 性 が な

く､家族が同意なしで申請するが､レスノミイト

サービスは､障害者本人が進んで利用する

③ショートステイは施設が身近にないため遠距離

地での利用を強いられるが､レスパイトサービ

スは､住み慣れた地域で利用できる｡

以上の特徴が示されているが､レスパイトサー

ビスは､いわゆる入所施設のショー トステイを含

んだ､より広いシステムと考えるべ きでは ない

か｡この疑問に対してもこう反論している｡

｢成熟したレスパイトサービスの目標は､家庭

で障害児を介護する両親の心身両面にわたる疲労

を軽減するのと同時に､両親に自分の時間をもて

るようにすることである｡結果として両親は社会

と接触する機会を持つことになり､これが孤立を

防ぐことになる｡ここには､社会的な支援によっ

て､障害児を持つ親に共通する将来への不安をや

わらげるというねらいがある--･(中略)このよ

うな理念やねらいは尊重すべきではないかと考え

る｡それゆえ､現在わが国で実施されている入所施

設のショートステイを形態が類似しているからと

いって､ レスパイトサービスの一部として組み入

れることはできない｡現在のわが国の入所施設の

生活環境､職員の配置､アクセス上の欠陥､即応

性の不足という問題だけでなく､その理念や､ね

らいという観点からもレスパイトサービスと入所

施設のショートステイの相違は明白だとわれわれ

は考える｣｡従って､介護家族支援事業 (レスパイ

トサービス)としての新制度創設を提言している｡

厚生省心身障害者研究班は､現行ショートステ

イの問題点を補った程度の修正では､家族介護を

支援するのに不十分であると考え,新たな制度を

レス′くイトサービスという名称で構築することを

提言している｡つまり､わが国の障害児者領域で

は､家族介護支援の新制度の確立を目指して､レ

スパイトケア (サービス)という概念を使用し始

めているといえる｡

甘.わが国の高齢者領域におけるレス

バイトケア

(1) 高齢者在宅サービスとレスバイトケ7の混同
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米国の高齢者領域においても､わが国の障害児

老領域においても､家族介護支援､あるいは強化

の制度としての確立をめざして､レスバイトケア

概念を使用している｡

では､わが国の高齢者領域においても､同様に

レスバイトケア概念の使用によってレスバイトケ

ア制度の確立をめざすべきか｡

米国におけるレスパイトケアの定義から考える

と､わが国では､ショー トステイサービス､ホー

ム-ルプサービス､デイサービスの高齢者在宅サ

ービスが､レスバイトケア制度として利用可能だ

といえよう｡

ホーム-ルプサービスは､1962年 (昭和27)に

制度化された｡当初､家庭奉仕員派遣事業とされ

たが､1990年 (平成2)の老人福祉法の改正によ

って老人居宅介護事業と改められた｡利用は ｢日

常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上の者の

いる家庭であり､介護サービスまたは家事援助サ

ービスを必要としている場合である｣｡1981年度

(昭和56)までは､ 利用者は低所得者に限定され

ていたが､1982年度 (昭和57)に所得制限は廃止

された｡以前は介護者のいない世帯における家事

援助が中心であったが､現在は､家族介護者のい

る世帯にも介護サービスの提供が行われるように

なっている｡しかし､介護者の事情を契機として

利用する等については明言されていない｡

デイサービスは､｢在宅の虚弱老人および寝た

きり老人に対し､適所または訪問により各種のサ

ービスを提供することによってこれらの者の生活

の助長､社会的孤立感の解消､心身模能の維持 ･

向上を図るとともに､その家族の身体的 ･精神的

負担の軽減を図ること｣とされている｡利用要件

は､1979年 (昭和54)の制度化時には身体が虚弱

な者等であったが､1988年 (昭和63)に寝たきり

老人まで拡大された｡現在は､A型からE型まで

あ り､痴呆性老人にも対応できるようになった,

しかし､ホームヘルプサービスと同様に介護者の

事情を利用の契磯にすることまでは述べられてい

ない｡

他方ショートステイは､制度上は老人短期入所

事業と呼ばれる｡この事業は､｢寝たきり老人等を

介護者に代わって一時的に養護する必要がある場

合に､老人短期入所施設､特別養護老人ホーム､

養護老人ホームで介護等を行うものである｣｡介

護者の疾病等による介護不能や冠婚葬祭による介

護者不在などの場合に､介護者に代わって介護を

一時的に行うことによって､在宅生活の継続も意

図している｡

ショートステイの利用要件は､1978年度 (昭和

53)の制度創設時には､社会的理 由 (疾病､出

産､冠婚葬祭､事故､災害､失院､出張､転勤､

看護､学校等の公的行事への参加)がある場合に

限定されていたが､1985年度 (昭和60)より､こ

の利用制限は廃止された｡現在は､どのような理

由においても利用が可能であるO

以上見てくると､デイサービス､ホ-ム-ルプ

サービスが､高齢者自身の状態のみを利用の要件

にしているのに対して､ショートステイサービス

は介護者の事情を要件としている｡従って､制度

上では､デイサービス､ホーム-ルプサービス

は､高齢者へのサービスの捷供が結果的に介護者

の負担を軽減するという性質のものであり､レス

バイトケア制度であるとはいえない｡一方､ショ

ートステイは､介護者の負担軽減そのものを目的

としたレスバイトケア制度であるといえよう｡

とはいえ､現実には､上記3つの高齢者在宅サ

ービスはすべてレスバイトケアとして運用されて

いる｡その原因として､わが国の高齢者介護施策

が､長期に渡って家族介護を補完するという形式

をとってきたことが挙げられる｡そして､それに

ついては現在も変わっていない｡

例えば､高齢者介護 ･自立支援 システム研究

会19)は､高齢者在宅サービスの目的を家族が高齢

者の精神的サポートをできるよう極度に疲労させ

ないことに置いている｡換言すると､高齢者在宅

サービスの目的は､精神的余裕が生じる程まで､

介護の負担を軽減させるということである｡つま

り､今日においても､家族介護の限界は指摘され

るものの､いまだに介護負担の軽減の域に留まっ

ており､介護負担を消去するという考えには至っ

ていない｡介護主体はあくまで家族であり､それ

を補うのが高齢者在宅サービスであるという考え

である｡

しかし､実際は､高齢者の介護問題の原因は家

族にあるのではなく､高齢者自身の生活力の低下

にある｡従って､本来の高齢者在宅サービスは家
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族の存在とは無関係の高齢者個人に対するもので

あ り､高齢者個人の生活の質を高めるためのもの

でなければならない｡すなわち､本来の高齢者在

宅サービスは､ レスバイトケアと異な り､介護者

の負担軽減とは全く関係のない別の次元のもので

あ り､家族介護を前線としないサービスであると

いえよう｡この点について､誤認 してい る結果

が､近年のショー トステイの利用形態に現れてい

る｡それは特別養護老人ホームへの入所待機での

利用の増加である20)｡介護者は既に介護を継続す

る意志がない介護放棄状態でショ-トステイを利

用している｡

萩原は家庭内介護を4つのタイプに分煩してい

る21)｡

1. 家庭内介護 ｢可能｣グループ

(∋ ｢自発的介護｣タイプ

(要介護発生によって､家族事情に変更 を も

たらさず､介護可能な場合)

② ｢非自発的介護｣タイプ

(要介護発生により､介護者確保 のため､仕

事をやめる等の変調をきたす場合)

2. 家庭内介護 ｢限界｣グループ

③ ｢限界こえた｣タイプ

(特別養護老人ホームに入所)

④ ｢限界に達した｣タイプ

(特別養護老人ホームに申請中)

本来､ レスバイトケアは①の自発的介護-の対

応策であろう｡ しかし､それが､②､④の場合に

も代用されている｡②､④については介護者の負

担軽減によって解決しえない｡それを認識せず

に､レスパイトケアにより家族介護問題を解決し

ようとしている｡

すなわち､家族介護者の一時休息により介護負

担の軽減を目指すレスバイトケアでは､家族介護

における問題を根本的に解決することはで きな

い｡かえって現状では､ レスバイトケアを普及さ

せるということが､介護は家族の役割であるとい

うことを是認することになりかねない｡そ の結

果､ レスバイトケアによって､家族介護者の介護

負担を幾分軽減はできるが､ますます家族介護責

任主義という形態を強化させる恐れがある｡従っ

て､高齢者領域では､むしろレスバイトケア制度

の確立を目指すべきではない.

(2) サービス利用者視点の重要性

一高齢者在宅サービスとレスパイトケアの決定

的差異-

では､ レスバイトケアという名称を､新たな制

度を構築するため､あるいはレスバイトケアを普

表 2 ショー ト･ステイ･ケアの利用理由

入 居 書 類 上 の 理 由 】 面 接 調 査 上 の 理 由

二言 一一言 十 ■言 十 ∴

過 去 の

利 用 者

介 護 者

全 員

介護者の休息･休暇

老人自身の休暇

病後の回復

1)-ビl)チ-ショソ

ケアの順番輪番

住居移転期間

介護者の緊急

老人自身の休養

老人ホーム入所への準備

老人ホームでの自己評価

老人ホームへの入所待機中

不明

%59

14

4

1

2

一
6

3

4

5

2

一

%10

84

6

1

一

l

一

一

5

3

4

2

8

7

ll

1

3

計 i 392人 l 5(可 50̂l 53人 54̂ i lO2人

出所 :IsobelAllen,ShortStayResidentialCareFortheElderly,PolicyStudieslnstitute,1983年

(三浦文夫編 『図説 高齢者自書』全国社会福祉協議会 1991 p.111)
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及するために用いるのでほないとしたら､その使

用には､他にどのような意味があるのか｡そのヒ

ントは､英国におけるショー トステイの奉例にみ

ることができる｡

イギリスのショー トステイの利用理由について

最も多いのは､介護者の休養である｡しかし､そ

の次は､高齢者自身の休養である｡その他にも施

設-の体験入所等高齢者自身の事情から利用され

るケースが多い (表 2)o Lかも､ そのような状

況の中で､イギリスには､ショー トステイという

概念の他にレスバイトケアという概念も存在して

いる22)｡実際のところ､このショー トステイの調

査においては､利用理由に介護者の休養を含んで

いることや､シュー トステイとレスバイトケアの

違いについては言明してはいないことから､イギ

リスにおいてもその区別は暖昧なものではある｡

しかし､施設の一時入所という形態には､ショー

トステイケアという一面とレスバイトケアという

一面があることは認識している｡従って､ショー

トステイとレスバイトケアの違いについて､次の

ように考えることはできないか｡

ショートステイとは､高齢者自身が公的ケアを

選択希望し､一定期間施設に滞在する ｢高齢者が

利用主体者となるサービス｣である｡一方,レス

バイトケアは､一定期間､家族介護者が介護休止

を必要とし､｢介護者が利用主体者となるサ ー ビ

ス｣である｡

実際には､家族介護者世帯-のサービス提供に

は､高齢者のためのサービスと家族のためのサー

ビスが入 り交じる｡サービスの目的も､家族の負

担軽減と高齢者の生活の向上の両方に置かれる｡

しかし､サービスの効果や目的の違いではなく､

サ-ビスの利用が誰の意志､選択によるのかとい

う視点､つまり､利用主体者に視点をおくことに

よりショー トステイとレスパイトケアの違いは明

かになる.言葉の意味から考えてもショートステ

イするのほ高齢者､レスバイトするのほ介護者で

ある｡

これまで､わが国では一時的に高齢者が施設に

入所する形態は､_,hy_三二 トステイと呼ばれるもしの

のみであった｡しかし､実際は利用の主体者は高

齢者自身である場合と家族介護者である場合の2

つがあるO高齢者が利用主体者となるのほショー

トステイサービスであり､家族介護者が利用主体

者となるのはレスパイトサービスである｡にもか

かわらず､これまで､利用主体者が高齢者自身と

家族介護者のいずれの場合でもショートステイと

してきた.では､施設の一時入所形態には2つの

側面があることを無祝し利用主体者を暖味なまま

にしてきたのはなぜか｡それには幾つかの理由が

推測される｡

第-に､家族介護者がいる高齢者が自ら進んで

サ-ビスを利用するという習慣がなかったことが

ある｡介護は家族の責任であり､高齢者がショー

トステイサービスを利用するのは､介護者に何等

かの事情がある場合に限られていた｡介護者が存

在するのに高齢者が進んで利用するケースは殆ど

なかった｡すなわち､高齢者自身の選択による自

発的なサービスの利用ではなかったのである｡現

在も､高齢者が自らサービスを利用するという習

慣はない｡つまり､名称はショー トステイという

いかにも高齢者が進んで利用するかのごとく印象

を与える現行制度は､本来の意味でのショートス

テイではなく､むしろ､レスパイトケ アで あ っ

た｡加えて､高齢者自身の選択に よ るサービス

がほんの僅かであったため (表 3)､2つ の側面

の区別は無視されてきたといえる｡

第二に､わが国の福祉サービスの利用が行政､

あるいは専門家主導によるものであり､利用者の

主体性を重視してこなかったことが考えられる｡

行政としてほ､誰が利用の主体者であろうが､手

続き上さしたる問題はない｡むしろ､主体者によ

ってサービスをわけて考えるほうが効率的ではな

い｡なぜなら､だれが主体者であろうと一時施設

に入所し､高齢者がケアをうけることには変わ り

がないからである｡行政の業務は､特別養護老人

ホームのベッドの空きをいかに確保し､送 り込む

かにある.そこには､問題を個別的に捉えようと

いう姿勢が欠落している｡その姿勢の現れが唆味

な利用主体者問題の野放しであろう｡

第三に､利用家族側の心理的な問題があげられ

る｡家族にしても､休養のために高齢者を施設に

預けるなどということは､艶して体裁のいいもの

ではない｡できれば､高齢者が利用するという形

でサ-ビスを利用することができればよいと考え

る｡利用の主体者は酸味なままなほ うが､罪悪
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表 3 特別養護老人ホームA施設におけるショートステイサービス利用理由

N-231

① 介護者なし

(参 介護者休養

(診 介護者の疾病

◎ 二を人体茸

⑤ 冠婚葬祭

(む 介護者仕事上都合

(診 農作業

(む 住居改造

⑨ その他の私的理由

41人 (17.7%)

111人 (48.1〟)

25人 (ll.0〝)

5人 (2.2〟)

10人 (4.3〟)

10人 (4.3〟)

6人 (2.5〟)

4人 (1.7〟)

19人 (8.2〟)

出所 :岡村裕､萩原清子 ｢要介護高齢者に対するショートステイサービスの再検討一施設機能利用サービスとして

の問題点-｣ 『長野大学紀要』第15巻第4号 通巻59号 1994.3

感､世間体など-の心配が多少緩和される｡

では､従来どおり施設-の一時入所について､

利用主体者を暖味なままにしていることに問題は

ないのか｡利用主体者という視点の欠如は､現場

実践においてもなんらかの影響を及ぼしているの

ではないか｡これについては､ある特別養護老人

ホームにおける事例を参考に考えてみよう.

一特別養護老人ホームにおける事例- 23)

痴呆性老人のショー トステイ利用にあたっての

援助 (H4.10.16)

(氏名) Y.T

(性別) 女

(年齢) 69歳

(家族) 夫､三女､三女長男の4人

入所依頼

現在､自宅で生活している｡痴呆症状があるら

しく､家族からなんとかならないかとの相談があ

った｡ベッドの空きがあるならば,ショートステ

イの予約をお隣いしたいとの事.しかし､依頼時

には､役場の福祉係職員は生活状況について調査

していなかったため､早急の調査と情報提供の依

頼を行った｡

≪調査報告内容≫

◎ 日常生活状況 (役場福祉係職員調査)

意志表示 可

言語 普通

排壮 自立

入浴 自立

性格 人付き合いよい

きちょうめん

痴呆症状 夕方に俳掴する

入所理由 俳禍のため

◎健康状況 (かか りつけW医院医師)

疾患名 痴呆症

既往歴 なし

処方 なし

検査 異常値なし

その他 H2.11に交通事故後､両膝に疹痛あ

り､同部数カ所にプラセボの局所注射

を続けてきたが､最近は､軟膏処理で

すむ事が多 くなってきている｡

役場より提供された情報からは受け入れにあた

って特に問題となる事はないと判断し､入所受け

入れを決め､各部所 (介護､看護､調理)に入所

連絡を行った｡

入所時面接 (10.16)

夫に付き添われ自力で歩行して午前中に入所｡

挨拶に対してほ拒否的な様子はみえなかった｡元

気に ｢よろしくお餅いします｣という｡そのまま

居室に案内する｡居室は､痴呆性老人専用棟であ

ったが､棟に入る時にも拒否的な様子はなか っ

た｡棟内の生活者に紹介をするが､ここでも拒否

的な様子は見られなかった｡

本人から ｢いつになったら帰れるのか｣という

質問をされる｡本人はここが特別養護老人ホーム

だということはわからないらしい｡｢足が痛 くて

どうしようもないんだ｡いつ注射してくれるか｣

という.｢足が痛いんですね｣と一応共感的理解

を示しながら､｢しばらく泊まる事にな ります｣
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というような応答をすると ｢どのくらいか｣とい

うO｢ちょっとわか りませんが､今日一日は泊 ま

っていただきましょう｣と返事を返す｡｢早 く注

射をして下さい｣といってきたため ｢夕方に先生

が来ますのでそれまでまっていただけますか｣と

応対するとその場はなんとか納得する｡

ここは病院で､足の痛みをとってもらうために

来たと思っているようであった｡

入所時家族との面接

｢痴呆症状については､平成 2年の夏ごろか ら

物忘れがひどくなってきた｡11月に交通事故にあ

った｡施設利用は初めて｡平日勤めのため､ 日中

家にはだれもいないO事故が心配だ.その他には

そんなに負担になる事はない｡｣との事であった｡

物理的介護負担というより､精神的な不安が大き

いように思われた｡

施設生活

日常生活 (食事､移動､排雅等)には全 く介助

を必要としないが､帰宅要求､入浴拒否が続 い

た｡落ち着 くのは話をした時だけで､一時的に納

得はするが､すくtl忘れてしまうようである｡排相

だけならば特に問題はないが､帰宅要求は他入所

者にもよい影響を与えなかったため (他入所者

の帰宅要求が誘発されるような形になってしまっ

た)､看護婦が精神科-の受診を提案｡物忘れが

目立ってきた時に受診をした精神科に再受診する

事になる (10.21受診)｡この精神科には一年前の

7月に受診をし､服薬を支持されていたが､拒薬

し､数回の通院で中断していた｡担当医師による

と､昨年のCTと比較しても脳萎縮がさらに進行

しているとの事であった｡とりあえず､脳代謝改

善剤と向精神薬で治療する方針だが､ コ./トロー

ルは困難で時間がかかるとの事であった｡

しかし､拒薬するために看護婦から入院治療で

きないものかとの相談依頼を受ける.担当医師に

電話で相談すると､｢入院治療はベッドの関係 も

あり困難である｡治療といっても､知的機能は改

善しないから､欲求の部分を押さえるしかない｡

向精神薬の方だけ飲むことができれば､脳代謝改

善剤は､殆ど効果はないから飲まなくてもよい｣

との事であった｡｢病院にディケアがあ るが｣と

も言われたが､毎日は無理との事であったため､

施設でなんとか対応していく事にする (ミ-ティ

ソグにより決定)｡

服薬については､食事に混ぜることにより解決

可能となったo Lかし､相変わらず､入浴拒否

や､帰宅要求が続いた｡介護職員側から自宅にか

えった方がいいとの意見がだされ､家族と数回に

わたって話し合いを行なう｡しかし､結局は利用

希望期間を待たずに退所となる｡

家族は､ショー トステイの利用時点で､まだ､

施設入所の申請をしておらず､介護を継続したい

という意志を持っていた｡利用の主体者は家族で

あり､家族のレスバイトも考えなければならない

にもかかわらず､帰宅要求があるという理由から

安易に退所という手段をとった｡痴呆性老人の場

合､失見当識があり､帰宅要求があ った として

も､自分がどこにいるかを正確に認識できないた

め､自宅に帰っても帰宅要求がでる場合が多いO

このケースもそうであり､自宅に帰っても帰宅要

求は持続していたという｡この場合､施設側はシ

ョー トステイをレスバイトケアとしてはとらえて

はいないため､家族のために出来る限 りのことを

しようという意識は低い｡むしろ家族に対して否

定的な面さえみえる｡高齢者が自宅で生活できな

いのは,家族の責任であると考え､高齢者の問題

を介護者の問題に置き換える傾向がある｡

高齢者が利用主体である場合と介護者が利用主

体である場合ではニーズは異なるはずであるが､

主体者の視点で､ケースを把提していないため､

家族にサービス利用期間中も家族としての協力を

強 く求める｡その結果､中途半端な介護休止状態

や心理的拘束を強いることになる｡ レスバイ トケ

アとしても十分に機能していないのが現状 であ

る｡

家族介護者世帯へのサービス提供には､高齢者

のためのサービスと家族のためのサービスという

二つの側面がある｡サービスの目的も､家族の負

担軽減と高齢者の生活の向上の両方に置かれるo

Lかし､その相乗効果という点に惑わされ､一体

誰が､利用主体者なのかということが暖味にされ

ている｡たとえ､親子といえども別人格を持つ別

の人間であり､個人である｡このような状況は福

祉の個別性の原則にも矛盾する｡

高齢者介護 ･自立支援システム研究会 (1994.

12)は,21世紀に向けた高齢者介護システムのあ
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り方についての検討結果の中で､高齢者自身によ

る選択を基本理念の一つとして挙げている｡そこ

では､｢介護が必要になった場合には､高齢者 が

自らの意志に基づいて､利用するサービスや､生

活する環境を選択し､決定することを基本に据え

たシステムを構築すべきである｣としている｡

本来のショー トステイは､介護者の有無とは無

関係である｡たとえば､私的な介護よりも公的な

介護がよいと選択して利用することも有 り得る｡

前述したイギリスのショ- トステイのように高齢

者自身の休養や､施設-の体験入所というケース

がそれである｡しかし､ レスバイトケアという概

念のない利用主体者が暖味な状況では､高齢者自

身の選択によるサービスの利用という考えは明確

に浮上してこない｡また､このケースのようにレ

スバイトケアとしてさえも十分に機能しないとい

える｡

これまで述べてきたショー トステイの例は､他

の高齢者在宅サービスにも当てはまるOレスバイ

トケアには､施設一時入所型の他に､適所型､訪

問型もある｡つまり､デイサービスやホームヘル

プサービスも一時的な介護休止として､ レスバイ

トケアとしての利用が可能なのである｡事実､ホ

ーム-ルプもデイサービスも制度上は､高齢者が

主体者であるとされているが､利用主体が家族に

ある場合が多い｡しかし､利用にあたっては家族

介護者はうしろめたさを感じており24)､家族介護

者が利用主体者であるサービス､つまり､ レスバ

イトケアという部分が認識されていないことを示

唆している｡

従って､高齢者､介護者が共にやむをえない状

況ではなく自らの選択によって､積極的にサービ

スを利用できるような状況にな るためには､ま

ず､現行のショー トステイ､ホームヘルプサービ

ス､デイサービスはレスバイトケアとしても利用

されているということを再認識することが必要で

あるOそして､その場合にはレスパイトケアとし

ての利用を否定するのではなく､むしろレスバイ

ト的利用を肯定的な方向で認識する｡それにより

はじめて､サービスの主体者が誰であるかが､明

確になり､専門家の判断が優先され ない 自己決

定､自己選択によるサービス利用-の出発点に立

つことが可能になるのではないか｡

すなわち､レスバイトケアの概念の導入が､従

来の高齢者在宅サービスを､ レスバイトケアでは

ない高齢者自身の選択によるサービスに変換する

と同時に､ レスバイトケアとしても十分に活用す

るための条件を整えるといえる｡利用者 の主体

的､自己決定､自己選択による高齢者在宅サービ

スの利用にはレスバイトケア概念の導入は必要不

可欠なのである｡

Ⅱ.高齢者領域におけるレスバイトケ

アの今後

レスバイトケアは､家族介護を前提としたサー

ビスである｡施設への長期入所と比較して､家族

介護にも依存するという点で公費負担が少ない｡

少数の公的介護サービスを家族､高齢者が少しず

つ､短期間ずつ利用しあうという性質のサービス

であるといえる｡また､ レスバイトケアは家族介

護力を維持､強化することによって施設への長期

入所を予防することも期待されており､家族とと

もに生活したいという高齢者の希望にも即してい

るサ-ビスであるC,

従って､高齢者の在宅生活を継続をしながら､

家族介護を支援するための方法として､名称は高

齢者在宅サ-ビス､あるいは高齢者サービスとす

る､実質上のレスバイトケアの需要は､今後ます

ます高まっていくであろう｡

しかし､高齢者に介護が必要とな った場合 に

は､介護者の有無､介護力に関係なく､高齢者自

らの選択で､公的介護サービスを利用し､在宅生

活を継続するのが本来の形であろう｡たとえ､介

護者が､介護をするにしても､介護者自身の生活

に支障がない程度のものでなければならない｡介

護負担が蓄積する程の介護量を強いるべきではな

い｡最終的には､高齢者-のサービスが十分に整

備され､介護負担が蓄積されない状況にならなけ

ればならない｡

では､その時点に至ったとき､ レスバイトケア

はまったく必要なくなるのであろ うかQあ るい

は､もし必要とされるならレスバイトケアは今後

どのような方向に進むべきか｡

わが国の社会的､文化的特徴から考えれば､瞬

時に家族介護中心のシステムを変革することは易

しくない｡家族介護を希望する者､介護せざるを
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えない者へのサービスとしてのレスバイトケアの

整備は当分の間必要である｡また､現段階ではレ

スバイトケアは､それを必要としている人にさえ

普及していない.

まずは､家族介護 という形態を是認せずにレス

バイトケアを普及する方法を考える必要がある｡

その場合､ レスバイトケアはあくまで､対症療法

であることを忘れてはならない｡それを原因療法

であるかのように捉え､ レスバイトケアを高齢者

サービスの不備のいわば隠れ蓑として活用するこ

とは避けなければならない｡例えば､施設サービ

スは､家族介護の限界における族設長期入所の待

機場所としては利用されるべきではない｡

さらに､ レスバイトケアによぅて家族介護力を

強化するという考え方を捨て去る必要がある｡レ

スバイトケアを介護疲労の解消や介護負担の軽減

に活用するのではなく､介護者が自分自身の時間

をよ.り増やすための QOL の向上に活用できるサ

ービスに転換していくべきである｡

わが国の高齢者領域において必要なのは､ レス

バイトケアを家族介護力の強化策､支援策として

普及させることではない｡まずは､高齢者在宅サ

ービスを､ レスバイトケア的に利用しているとい

う事実を認識することからはじめ､最終的には､

レスバイトケアが､介護者の生活の質を高めるサ

ービスにまで進化させることを目指さなければな

らない｡

(はぎわら きよこ 教授)

(1995.4.4 受理)

鼓

1) G.L.マドックス鼠 エイジング大辞典刊行委員

会監訳 『エイジング大辞典』早稲田大学出版部.

1990､pp.411-412

2) 小田兼三(ほか)編､京極高宝監修 『現代福祉学レ

キシコン』雄山閣出版､1993､p.207

3) 文献によって多少の差異はあるが､｢temporary

serviceJ,rtemporaryreliefJ,rtemporaryas･sis-

tance｣というように temporaryな介護休止を提供

するものを respitecareとしている｡このことに

ついては､以下の文献を参照した｡

Nationalassociationofsocialworkers,"En･

Cyclopediaofsocialwork",Silverspring1987

pp.645-646

HowardGruetzner,̀̀AIzheimer'S:Acaregiver'S

guideandsourcebook,''Wiley&Sons1988,p.131

ColetteBrownandRobertaOnzuka･Anderson,
"Ouragingparents:A practicalguidetoelder

care",universityofHawaiiPress,1985,pp.195-
198

MaryMarshall,"Socialworkwitholdpeo･

ple",MacmillanPress,1983,pp.79-81

NeenaL chappell,"Agingandsocialcare,"

RobertH.BinstockandLindaK.Georgeed"
Handbook ofaging and socialsciences,Sam

diego,Academicpress,1990,p.448

4) 袖井孝子 ｢家族支援 とケースマネジメソH

p.169,橋本泰子 ｢デイサービス｣p.183,大国美智

子､和田敏明編 『明日の高齢者ケア 在宅支援の技

法』中央法規 1993

5) Phonda∫.V.MontogomeryandgoycePro-

thero."Thedevelopingrespiteservicesforthe

elderly",UniversityofWashigtonPress 1986

pp.19-30参照

6) Emily冗.Abel,"Whocaresfortheelderly?:

Public policy and the experiencesofadult

daughters,"TempleUniversityPress,1991,p.171

7.8.9)

Andrew Scharach,andConnieFrenzel,"An

evaluationofinstitution･basedrespitecare",The

GerontologistVol.26,No.1,1986pp.77-82を参

照

10) CarrollLリJames冗.Swanandassociates,

"Thelongterm carecrisis",SAGEPublications

1993 pp.160-164を参照

ll) 米国における respitecareの研究動向をみる上

では､以下の文献を参考にした

PhyllisEhrlich,andJudithWhite,"TOPS:

A consumerapproach to alzheimer'srespite

programs",the GerontologistVol,31,No.5,

1991pp.686-691

GretaL.Berry,StevenH.Zarit,andVince

X.Rabatin."Caregiveractivityonrespiteand

nonrespitedays:A comparisonoftwoservise

approaches".TheGeromtologistγol.31,No.6,

1991 pp.830-835

M.PowellLawton,Elaine班.Brody,and

Avalie氏.Saperstein,`̀A controlled study of

respite service forcaregiversof alzheimer's

patients",TheGerontologistVol.29,No.1,1989

pp.8-16

MarciaG.OryandKathleen Bond,''Aging

andHealthcare:socialscienceandpolicyper-

spectives,"Routledge,1989.pp.169-170

SallyBaldwin,ChristineGodfreyand Carol

-38-



岡村 裕 ･萩原清子 高齢者在宅サービスとしてのレスバイトケアとショートステイケア 39

Propper,"Qualityoflifeperspectivesandpolici･

es'',Rolltledge,1990,pp.139-146

MikeNolanandCordonGrant,"Rrespitecare:

Factors inAuencing 占onsumer perceptions of

qualityandacceptability",FrankLaczkoChristina

R.Victored.,Socialpolicyandelderlypeople,
Avebury,1991,pp.49-68

12) Nancy R.Hooyman H.Asuman Kiyak,
"Socialgerontlogy:A multidisciplinaryper･

spective''AilynandBacon,1988,pp.467-470

13) DulcyD.Miller,NatividadCulle,andFern

Mccue."Therealitiesofrespiteforfamilies,

ciients,andsponsors,"TheGorontologistVol.

26,No.5.1986 pp.467-470

14) CaroleCo又."Thefrailelderly:Problems,
needs,andcommunityresponses'',AuburnHouse,

1993,pp.74-75

15.16)

T.ソマーズ L.シールズ 『女はどこまで看るの

か アメリカの老人在宅ケア』(大塩まゆみ訳) 執

筆書房 1990 pp.195-198参照

17) JefferenyW.DwyerPaymondT.Coward.

"Gender,Families,andElderCare",Sagepub･

licatin,1992,pp.195-196

18) この研究は､厚生省心身障害研究､平成3､4

年度 『心身障害者の地域福祉体制の整備に関する総

合的研究』(主任研究者 高松鶴書)の うち ｢障害

者の地域生活援助方法の開発に関する研究｣(分担

研究者 鹿瀬貫-)の ｢レスノミイトサービスについ

ての基礎的研究とその･2｣である｡

19) 高齢者介護自立支援システム研究会 ｢新たな高

齢者介護システムの構築を目指 して｣『月刊福祉』

全国社会福祉協議会 1955.2 p.47参照

20) 岡村裕､萩原清子 ｢要介護高齢者に対するショ

ートステイサービスの再検討一施設機能利用サービ

スとしての問題点｣『長野大学紀要』第15巻第 4号

通巻59号 1994 pp.407-408

21) 萩原清子 ｢在宅老人家庭介護者問題と包括的家

族政策｣『長野大学紀要』第4巻第3･4号合併号

(通巻第17号)1983 p.82

22) IsobelAllen,DebraHoggandSheilaPeace,
"Elderlypeople:Choice,participationandsatis･

faction",Policystudiesinstitute 1992 pp.133-

135,146-147参照

23) これは岡村がかつて勤務していた特別養護老人

ホームA施設における事例である｡

24) 鵜沼憲晴 ｢デイサービス事業の利用効果 と課

Iー一題,=宇治明星園で実施した調査をも-とかこ-｣『月刊

福祉』全国社会福祉協議会 1992.7 pp,114-115参

照

参考文献

FrancisG.Caro Arthur E.Blank,"Quality

impactofhomecarefortheelderly",TheHaworth

Rress,1988

AnneJamieson."Homecareforolderpeoplein

Europe",0ⅩfordUniversityPress,1991

Alansket,"Caringforthepeoplewithdisabilties,"

Pitman,1993

Aristide 班.Esser,SylviaD.Lacey,"Mental

illness:A homecareguide",Wiley& Sons,1989

Malcolom Payne,"Socialcareinthecommu-

nity",Macmillan,1986

Nancy氏.HooymanWendyLlユStbaber,"Taking

care:Supportingolderpeopleandtheirfamilies",
ThefreePress,1986

DonaldE.Gelfand,"Theagingnetworkprogram

andservices",SpringerPublishingCompany,1984

EnidLevin,LansinclairPeterGorbach,"Families,

servicesandconfusioninoldage,"Avebury,1989

全国社会福祉協議会 『月刊福祉増刊号 施策資料シ

l)-ズ社会福祉関係施策資料集11』1993

JuliannesOktay,"Commlユnitycareforthefrail

elderly",HumanSiencePress,1988

NancyJ.OsggodAnnH.L Sontz,"Thesience

andpracticeofgerontlogy:A multidisciplinary

guide",JessicaKingsley,1989

JuliaJonsonandRobertSlater,"Agingandlater

life'',SagePublication,1993

DavidHobman,"ThelmpactofÅagingStra･

tegiesforcare",Croon Hhelm,1981

JuliaTwigg,"Carers:Research and practice'',
HMSO 1992

隅谷三善男 ･日野原重明 ･三浦文夫監修､前 田大

作 ･猪口孝編著 『長寿社会黄塵 1 長寿社会のトータ

ルビジョン』第一法規 1993

厚生省社会局 『社会福祉六法平成6年版』

DwightL FrankfatherMichael∫.SmithFrancis

G.Caro,"Familycareoftheelderly,"Lexington

Books,1981

鹿瀬貴- ｢レスパイトサービスについての基礎的研

究の概要｣､『月刊福祉』全国社会福祉協議会,1993

EloseRathbone-Mccuan,"Rrespiteandadultday

services,"AbrahamMoak,HandbookofGerontlogical

services,columbiaUnivPress,1990

前田信雄 『老人長期ケアにおける看護の役割』看護

の科学社,1987

三浦文夫編 『図説 高齢者白書』全国社会福祉協議

会,1991

『国民の福祉の動向 1994』厚生統計協会,p.164

- 39-


